
 

◇
維
新
史
の
編
纂
と
「
回
天
実
記
」 

 

明
治
維
新
が
成
就
す
る
と
太
政
官
は
国
家
事
業
と
し
て
の
歴
史
の
編
纂
に
着
手

し
、
王
政
復
古
の
由
来
を
示
そ
う
と
し
た
。
「
復
古
記
」
の
編
輯
に
始
ま
り
、

そ
の
後
「
大
政
紀
要
」
「
殉
難
録
稿
」
な
ど
一
連
の
官
撰
歴
史
の
編
纂
が
続
く
。

そ
し
て
「
三
条
実
美
公
年
譜
」
「
岩
倉
公
実
記
」
「
中
山
忠
能
履
歴
史
料
」
な

ど
功
績
公
卿
の
伝
記
編
纂
事
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
歴
史
編
纂
に

共
通
す
る
史
観
は
天
皇
制
を
歴
史
的
に
正
当
付
け
よ
う
と
す
る
立
憲
制
史
観
で

あ
り
王
政
復
古
史
観
で
あ
っ
た
。
明
治
憲
法
や
新
し
く
支
配
者
と
な
っ
た
人
々

に
と
っ
て
大
義
名
分
論
的
歴
史
書
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
明

治
維
新
史
は
、
尊
皇
攘
夷
か
佐
幕
開
国
か
、
尊
皇
倒
幕
か
尊
皇
敬
幕
か
と
い
う

事
に
論
点
が
集
ま
り
、
実
証
的
、
学
問
的
視
野
の
上
に
再
構
築
さ
れ
る
こ
と
な

く
昭
和
二
〇
年
の
敗
戦
ま
で
続
い
た
。 

 

明
治
二
年
、
詔
勅
に
よ
っ
て
「
復
古
記
」
編
纂
が
始
ま
り
明
治
二
二
年
に
完
成

す
る
が
、
維
新
史
の
編
輯
に
当
た
っ
て
、
明
治
三
年
四
月
、
太
政
官
は
旧
公
卿
、

大
名
各
家
な
ど
に
嘉
永
六
年
以
降
の
文
書
・
家
記
は
勿
論
、
志
士
た
ち
の
書
簡
・

手
記
な
ど
の
提
出
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
も
度
々
「
復
古
記
」
編
纂

の
為
に
同
様
の
命
令
を
発
し
た
。
史
料
提
出
命
令
に
先
だ
っ
て
、
明
治
元
年
に

太
政
官
は
府
藩
県
に
対
し
て
維
新
殉
難
者
並
び
に
遺
族
の
調
査
を
命
じ
て
お

り
、
同
年
四
月
に
は
明
治
天
皇
が
三
条
実
美
に
「
修
史
は
万
世
不
朽
の
大
典
」

と
し
て
史
局
の
開
設
を
詔
し
た
（
遠
山
茂
樹
著
「
明
治
維
新
よ
り
」
） 

  

「
回
天
実
記
」
の
生
い
立
ち
を
探
る 
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こ
の
「
復
古
記
」
編
纂
と
、
須
佐
に
於
け
る
「
回
天
実
記
」
の
編
纂
と
の
間
に

ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
か
は
詳
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
明
治
三
年
三
月

三
日
に
同
盟
員
が
各
々
手
記
を
携
え
て
「
回
天
実
記
」
の
編
纂
に
参
加
し
た
の

は
、
太
政
官
が
最
初
の
史
料
提
出
を
命
令
し
た
よ
り
も
一
ヶ
月
早
い
時
期
で
あ

っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
須
佐
で
い
ち
早
く
「
回
天
実
記
」
の
編
輯
に
取

り
掛
か
っ
た
動
機
は
内
訌
事
件
で
二
つ
に
分
裂
し
た
邑
中
を
早
急
に
人
心
一
和

に
戻
す
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
俗
論
党
と
呼
ば
れ
慶
応
元
年

１
０
〜
１
２
月
の
間
に
須
佐
を
追
放
さ
れ
た
邑
政
堂
幹
部
も
慶
応
２
年
５
月
に

は
赦
さ
れ
て
須
佐
に
戻
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
（
「
温
故
」
第
１
６
号
益
田

三
郎
左
衛
門
「
江
崎
滞
留
中
日
裁
」
／
荻
野
隼
太
「
松
と
ん
遺
稿
」
栗
山
翁
輔
）
。

し
か
し
、
世
の
中
は
「
回
天
実
記
」
の
編
纂
に
は
関
係
な
く
版
籍
奉
還
（
明
治

二
年
）
、
廃
藩
置
県
（
明
治
四
年
四
月
）
、
太
陽
暦
採
用
（
明
治
五
年
）
、
地

租
改
正
（
明
治
六
年
）
な
ど
と
次
々
に
社
会
全
体
の
「
御
一
新
」
が
進
ん
で
行

っ
た
。 

 

明
治
三
年
三
月
三
日
は
「
回
天
実
記
」
が
完
成
し
た
日
付
で
は
な
く
、
着
手
し

た
日
付
で
あ
る
。
こ
の
事
は
慶
応
元
年
九
月
二
四
日
の
記
述
の
中
に
「
鴻
城
学

校
督
学
坂
上
忠
助
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
明
治
元
年
十
一
月
三
日

辺
り
か
ら
太
陽
暦
と
陰
暦
の
時
刻
表
記
が
混
在
し
始
め
る
こ
と
か
ら
疑
い
を
入

れ
な
い
。
鴻
城
学
校
の
開
校
は
明
治
八
年
で
あ
り
、
太
陽
暦
は
明
治
五
年
十
二

月
三
日
を
明
治
六
年
一
月
一
日
と
し
て
始
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
回
天
実

記
」
が
完
成
し
た
正
確
な
時
期
は
不
明
で
あ
る
。
明
治
八
年
以
後
で
且
つ
「
回

天
実
記
」
上
下
巻
が
大
谷
実
継
氏
に
よ
っ
て
尊
攘
堂
へ
寄
納
さ
れ
た
明
治
三
十

年
七
月
廿
七
日
以
前
と
し
か
言
え
な
い
。 

 

当
時
編
纂
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
維
新
史
の
数
々
が
尊
皇
で
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か

と
い
う
単
純
な
名
分
論
的
価
値
評
価
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
の
に
似
て
、
「
回
天

実
記
」
も
正
義
派
か
俗
論
党
か
と
い
う
評
価
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
正
義
派
も
俗
論
党
も
主
家
益
田
家
を
守
ろ
う
と
す
る
君
臣
大
義
に
於
て
は



共
通
の
思
い
が
あ
っ
た
。
大
谷
樸
助
ら
は
主
人
益
田
親
施
に
従
っ
て
八
・
一
八

政
変
前
後
か
ら
京
都
の
過
激
派
公
卿
（
七
卿
）
を
通
じ
て
の
朝
廷
工
作
（
京
都

手
入
れ
、
入
説
）
で
活
動
し
た
。
親
施
が
蛤
御
門
の
変
の
責
任
を
取
っ
て
切
腹

し
た
と
き
、
彼
ら
正
義
派
は
親
施
の
遺
志
が
毛
利
父
子
の
冤
罪
を
晴
ら
し
、
尊

王
思
想
貫
徹
だ
っ
た
と
解
釈
し
て
決
起
し
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
そ
う
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
須
佐
で
正
義
派
と
俗
論
党
が
益
田
家
中
を
二
分
し
て
抗
争

す
る
こ
と
に
な
っ
た
究
極
の
分
岐
点
は
、
蛤
御
門
の
変
直
後
の
本
藩
の
俗
論
党

政
府
が
萩
藩
は
仮
令
「
三
十
六
万
ノ
封
ハ
削
ラ
レ
テ
一
万
石
ヲ
残
ス
モ
毛
利
ノ

家
名
ヲ
断
絶
セ
サ
レ
ハ
可
ナ
リ
」
と
考
え
て
幕
府
に
恭
順
の
姿
勢
を
採
っ
た
事

で
は
な
か
ろ
う
か
。
萩
藩
全
体
が
僅
か
一
万
石
の
小
藩
に
な
る
な
ら
ば
益
田
家

は
ど
う
な
る
の
か
。
過
激
な
行
動
を
取
っ
て
益
田
家
が
取
り
潰
し
に
な
る
の
も
、

幕
府
や
俗
論
党
の
本
藩
政
府
に
恭
順
を
示
し
て
も
結
果
は
同
じ
で
は
な
い
か
。

「
御
鎮
静
而
巳
ヲ
守
候
而
者 

忠
節
モ
不
任
心
候
…
」
。
何
れ
に
し
て
も
益
田

家
家
中
五
百
余
と
そ
の
家
族
は
路
頭
に
迷
う
。
そ
れ
な
ら
ば
伸
る
か
反
る
か
実

力
で
主
君
を
徳
山
か
ら
取
り
戻
そ
う
で
は
な
い
か
と
云
う
こ
と
が
正
義
派
を
立

ち
上
が
ら
せ
た
本
音
で
あ
ろ
う
。
「
回
天
実
記
」
を
読
む
と
そ
の
よ
う
な
気
が

す
る
の
で
あ
る
。 

 

「
俗
論
」
と
は
一
日
の
安
き
を
ぬ
す
ん
で
諸
政
改
革
を
阻
む
こ
と
を
い
う
の
で

あ
る
が
、
穏
健
派
の
邑
政
堂
は
あ
く
ま
で
も
穏
便
に
恭
順
の
姿
勢
を
と
り
家
名

再
興
を
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
益
田
親
施
は
生
母
仙
相
院
に
遺
言
を
残
し
「
死

後
ノ
件
ハ
精
次
郎
成
立
御
役
ニ
相
立
候
様
是
祈
候
也
」
と
の
み
書
き
遺
し
て
い

る
が
、
彼
が
徳
山
に
出
頭
す
る
直
前
、
益
田
家
重
臣
に
今
後
ど
の
よ
う
に
対
処

す
べ
き
か
細
か
く
指
示
を
与
え
な
か
っ
た
筈
が
な
い
。
結
果
と
し
て
、
本
藩
の

俗
論
党
政
府
打
倒
が
成
功
し
正
義
派
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
の
で
須
佐
で
も
俗
論

党
の
邑
政
堂
役
員
は
追
放
さ
れ
た
が
、
彼
等
が
採
っ
た
方
針
こ
そ
親
施
公
の
遺

言
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
問
題
点
の
解
明
は
今

後
後
学
の
研
究
に
待
つ
こ
と
に
し
た
い
。 

 

所
で
「
正
義
」
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
は
、
八
・
一
八
政
変
後
、
「
忠
節
確
守

の
外
、
更
に
他
念
無
之
、
先
ず
君
側
の
姦
を
除
き
、
御
国
内
の
賊
を
滅
し
、
竟

に
攘
夷
の
大
功
を
成
し
、
可
安
宸
襟
」
と
の
方
針
を
決
め
た
。
攘
夷
、
即
ち
叡

慮
、
こ
れ
を
奉
ず
る
は
尊
王
、
即
ち
正
義
、
こ
れ
が
通
ら
ぬ
の
は
「
君
側
の
姦
」

故
、
斬
る
べ
し
と
言
う
の
が
長
州
藩
の
藩
論
で
あ
っ
た
。
家
老
井
原
主
計
は
、

藩
主
の
真
意
を
言
上
し
た
し
と
入
京
を
懇
請
し
た
。
そ
の
真
意
は
「
八
月
十
八

日
以
前
の
叡
慮
真
正
な
れ
ど
も
、
同
日
以
後
の
叡
慮
は
真
正
に
あ
ら
ず
。
即
ち

尹
宮
及
び
薩
会
の
意
よ
り
出
し
も
の
に
て
、
都
て
虚
妄
な
れ
ば
幾
重
に
も
十
八

日
以
前
に
復
せ
ら
る
ゝ
様
、
朝
廷
へ
申
し
上
ぐ
べ
し
と
の
趣
意
」
で
あ
っ
た
。

（
遠
山
茂
樹
著
「
明
治
維
新
よ
り
」
）
こ
の
事
は
「
回
天
実
記
」
の
文
中
に
も

反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
須
佐
に
於
け
る
「
正
義
」
の
観
念
に
は

更
に
蛤
御
門
の
責
任
を
取
っ
て
切
腹
し
た
益
田
親
施
公
は
軍
令
状
を
貰
っ
て
京

都
に
向
か
っ
て
出
陣
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
罪
状
は
冤
罪
で
あ
る
。
罪
状
を
取

り
消
し
益
田
の
家
名
を
回
復
し
て
貰
い
た
い
と
い
う
抗
議
が
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
し
て
罪
状
は
藩
主
の
真
意
に
非
ず
と
し
て
抗
議
は
当
時
の
俗
論
党
政
府
に
向

け
ら
れ
た
。
回
天
軍
は
藩
主
の
絶
対
的
権
威
に
は
服
従
し
た
が
、
本
藩
の
俗
論

党
政
府
は
「
不
倶
戴
天
の
讐
」
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
俗
論
党
政
府

の
幕
府
へ
の
恭
順
論
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
即
ち
天
皇
と
幕
府
と
何
れ
が
尊
い

か
と
い
う
名
分
論
に
於
て
回
天
軍
は
既
に
藩
論
の
「
武
備
恭
順
」
を
超
え
て
反

幕
又
は
排
幕
の
思
想
に
傾
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

◇
い
ろ
い
ろ
の
「
回
天
実
記
」 

 

一
、
須
佐
に
遺
る
「
回
天
実
記
」 

 
「
回
天
実
記
」
は
須
佐
町
郷
土
史
研
究
会
の
機
関
誌
「
温
故
」
の
第
二
号
か
ら

第
六
号
に
か
け
て
連
載
さ
れ
た
。
（
以
下
「
温
故
本
」
）
こ
の
「
温
故
」
の
第

一
号
は
昭
和
五
十
五
年
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て
実
は
最
初

ガ
リ
判
刷
り
の
「
温
故
」
を
出
版
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
に
も
「
回

天
実
記
」
が
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
連
載
さ
れ
て
い
る
（
以
下
「
温
故
ガ
リ

版
本
」
）
し
か
し
何
れ
の
温
故
も
惜
し
い
か
な
刊
行
日
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。 



 
「
温
故
ガ
リ
版
本
」
と
活
字
版
の
「
温
故
」
の
い
ず
れ
も
第
三
号
「
回
天
実
記
」

の
末
尾
の
に
次
の
よ
う
な
注
記
が
あ
る
。
（
同
文
） 

 

『
回
天
実
記
は
回
天
軍
の
中
心
人
物
の
一
人
で
未
成
年
の
為
死
一
等
を

減
じ
ら
れ
た
津
田
公
輔
翁
が
後
に
当
時
の
経
緯
を
詳
述
さ
れ
た
も
の
を

松
崎
八
幡
宮
故
松
永
胤
寿
宮
司
が
写
記
さ
れ
、
そ
れ
を
伊
藤
與
吉
翁
が

譲
り
う
け
ら
れ
た
も
の
を
借
り
受
け
ま
し
た
。
公
輔
翁
は
田
坂
象
甫
氏

夫
人
の
祖
父
に
あ
た
り
（
厳
父
は
元
町
長
津
田
五
百
名
氏
）
、
昭
和
四

年
九
月
十
一
日
、
波
瀾
万
丈
の
青
年
期
、
後
年
は
村
会
議
長
、
神
道
権

大
教
正
な
ど
益
世
重
厚
な
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
』 

 

東
京
須
佐
史
談
会
で
は
「
随
行
日
記
」
の
読
解
を
し
て
、
平
成
十
六
年
九
月
に

「
温
故
」
第
十
八
号
と
し
て
須
佐
郷
土
史
研
究
会
か
ら
刊
行
し
て
頂
い
た
が
、

続
い
て
「
「
随
行
日
記
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
「
回
天
実
記
」
を
是
非
原
文

で
読
ん
で
み
た
い
と
い
う
事
に
な
っ
た
。 

 

そ
こ
で
原
文
が
何
処
に
あ
る
の
か
か
ら
調
査
が
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
当
然
の

ス
テ
ッ
プ
と
し
て
須
佐
郷
土
史
研
究
会
に
温
故
本
の
原
文
の
所
在
を
お
尋
ね
し

た
。
そ
の
結
果
須
佐
か
ら
三
種
類
の
も
の
が
も
た
ら
さ
れ
た
。 

 

第
一
の
史
料
は
文
末
に
「
昭
和
九
年
九
月
一
四
日
写
了 

與
」
と
記
さ
れ
た
「
回

天
実
記 

上
巻
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
須
佐
郷
土
史
研
究
会
会
長 

伊
藤
清
久
氏

が
所
蔵
さ
れ
て
居
て
私
た
ち
の
求
め
に
応
じ
て
そ
の
写
し
を
ご
提
供
下
さ
っ
た

も
の
で
あ
る
。
毛
筆
で
き
ち
ん
と
浄
書
さ
れ
て
い
る
が
、
「
元
治
二
年
乙
丑
正

月
諸
隊
討
伐
ノ
軍
兵
出
発
ス 

諸
隊
ハ
高
杉
晋
作
ノ
指
揮
ヲ
以
テ
義
兵
ヲ
挙
ケ

馬
関
ノ
会
議
所
ヲ
襲
イ
萩 

山
口
ノ
二
道
ニ
分
レ
テ
進
撃
ス
」
の
と
こ
ろ
で
終

わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
末
尾
に
そ
の
理
由
が
次
の
よ
う
に
付
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
以
下
省
写 

写
者
曰 

以
下
ハ
親
施
公
御
逝
去
後
ニ
於
ケ
ル
須

 佐

回
天

ヲ
主
ト
ス
ル
史
実
記
タ
ル
ヲ
以
テ
省
写
ス 

軍

 

回
天
実
記 

上
巻 

終 

 
 

 

回
天
実
記 

下
巻 

省
写
ス 

写
者
曰 

上
巻
後
半
ニ
引
続
キ 

親
施
公
御
逝
去
後 

ニ
於
ケ
ル
須
佐
回
天
軍
ト
主
ト
セ
ル
史
実
記
タ
ル
ヲ
以
テ
省
写
ス 

下
巻
ノ
記
事
末
了
ニ 

右
明
治
三
年
庚
午
三
月
三
日
同
盟
員
各
手
記
ヲ
携
ヘ
テ
相
会
シ 

之
レ
ヲ
参

編
纂
シ
名
ケ
テ
回
天
実
記
ト
云
フ 

分
ツ
テ
二
巻
ト
ス 

照

回
天
実
記 

下
巻 

終 

昭
和
九
年
九
月
十
四
日
写
了 

與
」 

 

「
與
」
と
い
う
サ
イ
ン
は
故
伊
藤
與
吉
翁
の
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
以
下

「
與
吉
本
」
） 

 

第
二
の
史
料
は
須
佐
町
公
民
館
所
蔵
の
「
回
天
実
記 

下
巻
」
で
あ
る
。
「
年

廼
舎
」
と
い
う
便
箋 

に
書
か
れ
て
い
る
。
ペ
ン
書
き
し
た
も
の
の
様
に
思
わ
れ
、

随
所
に
修
正
、
追
記
が
あ
り
浄
書
す
る
前
の
「
下
書
き
」
の
様
な
体
裁
の
文
書

で
あ
る
。
（
以
下
「
草
稿
本
」
）
こ
れ
も
日
付
が
な
く
、
何
時
誰
が
書
い
た
も

の
か
が
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
津
田
公
輔
翁
は
和
歌
を
嗜
み
雅
号
を
可
美
山

人
又
は
年
廼
舎
主
人
常
名
と
称
し
て
多
く
の
歌
を
残
し
て
い
る
の
で
こ
の
「
草

稿
本
」
は
津
田
翁
の
自
筆
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
や
は
り

末
に 

巻

右
明
治
三
年
庚
午
三
月
三
日
同
盟
員
各
手
記
ヲ
携
ヘ
テ
相
会
シ 

之
レ
ヲ
参
照
編
纂
シ
名
ケ
テ
回
天
実
記
ト
云
フ 

分
ツ
テ
二
巻
ト
ス 

 

と
書
か
れ
て
い
る
が
、
惜
し
い
か
な
下
巻
し
か
見
付
か
っ
て
い
な
い
。 

 

須
佐
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
第
三
の
史
料
は
最
後
に
「
昭
和
六
年
三
月
八
日
写
了
」

と 

記
さ
れ
て
い
る
「
回
天
実
記 

上
下
巻
」
で
あ
る
。
元
須
佐
公
民
館
村
田
治



美
氏
の
ご
説
明
に
よ
る
と
、
こ
れ
が
「
温
故
」
の
原
文
と
な
っ
た
史
料
だ
と
い

う
。
こ
の
文
書
の
由
来
は
「
温
故
」
第
三
号
の
注
記
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り

で
あ
る
。
現
在
は
伊
藤
清
久
氏
が
所
蔵
し
て
居
ら
れ
る
。
そ
れ
を
初
代
会
長
故

松
尾
龍
氏
が
写
さ
れ
（
ガ
リ
版
本
の
こ
と
）
、
事
務
局
で
タ
イ
プ
打
ち
し
て
「
温

故
」
に
資
料
紹
介
し
た
と
の
事
で
あ
る
。
全
体
は
ガ
ラ
ス
ペ
ン
で
浄
書
さ
れ
て

お
り
、
上
下
巻
が
完
全
に
揃
っ
て
い
る
。
表
紙
に
小
さ
な
押
印
が
あ
り
、
「
松

永
」
と
読
め
る
。
（
以
下
「
松
永
本
」
） 

 

「
温
故
」
第
１
０
号
（
平
成
三
年
十
二
月
刊
）
２
９
７
頁
の
「
余
滴
」
欄
に
「
月

番
日
誌
」
の
注
釈
と
し
次
の
よ
う
な
短
文
が
あ
る
。 

 

元
治
元
年
七
月
、
禁
門
の
変
前
後
か
ら
三
大
夫
の
切
腹
、
邑
内
の
沸
騰

か
ら
和
解
ま
で
「
回
天
実
記
」
を
併
せ
読
め
ば
須
佐
領
内
の
様
子
が
よ

く
分
か
る
。
山
口
県
文
書
館
と
須
佐
伊
藤
家
と
に
そ
れ
ぞ
れ
筆
写
本
が

あ
る
。
「
回
天
実
記
」
の
原
本
は
尊
攘
堂
に
納
め
て
あ
る
。
尊
攘
堂
は

明
治
二
十
年
品
川
弥
二
郎
が
師
松
蔭
の
遺
志
に
よ
り
、
維
新
の
国
士
を

祀
り
、
そ
の
肖
像�

遺
墨�

遺
品
を
保
存
の
た
め
建
て
た
堂
、
今
京
都
大

学
の
構
内
に
あ
る 

 

「
防
長
史
料
文
献
解
題
」
（
マ
ツ
ノ
書
店
刊
）
５
３
頁
に
「
１
４
９
回
天
実
記 

津
田
公
輔
編 

写
一
冊
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
紹
介
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

須
佐
益
田
家
の
維
新
回
天
の
鴻
業
を
翼
賛
し
た
時
歴
を
日
記
体
に
編
し

た
も
の
で
あ
る
。
元
治
元
年
益
田
親
施
の
卒
軍
上
京
の
事
か
ら
、
禁
門
の

変
に
よ
り
親
施
の
賜
死
後
、
益
田
家
遺
臣
の
内
、
大
谷
樸
助
、
河
上
範
三
、

津
田
公
輔
そ
の
他
故
親
施
の
志
を
継
ぎ
勤
王
の
事
に
挺
身
し
よ
う
と
す

る
正
義
の
諸
士
が
「
回
天
軍
」
を
組
織
し
、
家
中
俗
論
派
の
弾
圧
を
排
除

し
て
そ
の
義
氣
を
伸
長
し
、
本
藩
奇
兵
隊
と
気
脈
を
通
じ
、
つ
い
に
全
軍

同
隊
に
参
加
し
て
、
四
境
役
、
鳥
羽
伏
見
役
、
奥
羽
征
討
等
諸
所
の
戦
役

に
従
軍
し
た
次
第
を
略
述
し
、
最
後
に
諸
戦
役
が
お
さ
ま
り
、
明
治
二
年

須
佐
に
三
蔭
山
招
魂
場
を
創
立
し
、
招
魂
祭
を
営
ん
で
益
田
家
中
の
京
師

変
動
以
来
国
事
に
斃
れ
た
同
志
の
忠
魂
を
弔
祭
し
た
こ
と
を
も
っ
て
結

ん
で
あ
る
。
本
記
は
、
そ
の
翌
年
回
天
軍
に
参
加
し
た
志
士
た
ち
の
手
記

日
録
を
参
照
綜
合
し
、
そ
の
一
員
で
あ
る
津
田
公
輔
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
県
史
編
さ
ん
所
収
集
資
料
。
（
石
川
） 

 

二
、
尊
攘
堂
の
「
回
天
実
記
」
（
以
下
「
尊
攘
堂
本
」
） 

 

『
（
尊
攘
堂
の
）
維
新
資
料
文
庫
は
品
川
弥
二
郎
子
爵
が
創
設
し
た
尊
攘
堂
旧

蔵
の
維
新
資
料
の
収
集
で
あ
る
。
子
爵
の
歿
後
尊
攘
堂
保
存
委
員
会
よ
り
尊
攘

堂
所
蔵
品
総
数
９
８
４
点
内
維
新
資
料
５
４
４
部
２
１
６
９
冊
を
明
治

3
3

年

(
1
9
0
0
)

京
都
大
学
附
属
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
。
尊
攘
堂
は
吉
田
松
陰
の
遺
志

に
基
ず
い
て
創
設
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
蔵
品
構
成
の
根

幹
が
松
陰
の
書
翰
、
上
書
、
稿
本
等
の
遺
墨
、
お
よ
び
そ
の
類
縁
資
料
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
松
下
村
塾
の
俊
英
、
高
杉
晋
作
、
久
坂
玄
瑞
、

木
戸
孝
允
、
山
県
有
朋
等
の
遺
墨
遺
品
も
豊
富
で
あ
る
。 

し
か
し
こ
の
文
庫
は

単
に
長
州
出
身
の
志
士
の
自
筆
文
献
の
収
集
に
止
ま
ら
ず
、
広
く
日
本
全
土
に

わ
た
り
、
そ
の
階
層
も
皇
族
、
藩
主
よ
り
微
禄
の
士
に
至
る
ま
で
、
身
分
の
如

何
を
問
わ
ず
、
そ
の
遺
品
書
跡
は
お
よ
ぶ
限
り
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
地
域
的
に

も
階
級
的
に
も
広
く
深
く
採
取
し
た
こ
の
収
集
は
、
幕
末
志
士
の
思
想
、
学
術
、

行
実
等
を
窺
知
す
る
格
好
の
伝
記
資
料
で
あ
る
と
共
に
、
維
新
史
を
闡
明
す
る

最
も
有
力
な
資
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

 

個
人
的
伝
記
資
料
の
他
に
歴
史
的
事
件
を
物
語
る
文
書
記
録
も
、
こ
の
文
庫
に

は
多
量
に
収
容
さ
れ
て
い
る
。
「
奇
兵
隊
日
記
文
久
三
年
至
明
治
二
年
」
「
奇

兵
隊
寄
合
書
」
は
元
治
元
年
英
仏
米
蘭
四
国
軍
艦
の
下
関
砲
撃
と
、
慶
応
二
年

の
小
倉
戦
役
等
に
お
け
る
山
口
藩
奇
兵
隊
の
活
動
を
記
録
し
た
原
本
で
あ
る
。 

ま
た
「
三
藩
盟
約
書
草
案
」
は
薩
長
芸
三
藩
協
議
の
結
果
決
定
し
た
盟
約
書
で

あ
る
。
こ
の
盟
約
が
な
っ
て
終
に
討
幕
の
内
勅
が
下
さ
れ
、
王
政
復
古
の
端
緒

が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
盟
約
書
は
大
久
保
利
通
の
自
撰
自
筆
で
あ
っ
て
、



「
奇
兵
隊
日
記
」
と
共
に
維
新
史
上
に
貴
重
な
地
位
を
占
め
、
そ
の
価
値
は
極

め
て
大
き
い
。 

 

 

松
陰
の
歿
後
松
下
村
塾
の
塾
生
は
写
本
料
を
持
寄
っ
て
塾
を
維
持
し
、
さ
ら
に

有
事
の
日
に
備
え
る
こ
と
を
誓
っ
た
が
、
こ
の
間
の
消
息
を
伝
え
る
も
の
に
「
松

下
村
塾
一
燈
銭
申
合
帖
」
が
あ
る
。 

ま
た
文
久
二
年
（1

8
6
2

）
寺
田
屋
の
変
に

坐
し
て
福
岡
の
獄
に
幽
囚
さ
れ
た
平
野
国
臣
が
、
獄
中
で
筆
墨
の
使
用
を
禁
ぜ

ら
れ
た
た
め
、
紙
撚
を
以
っ
て
情
懐
を
託
し
た
「
平
野
国
臣
紙
撚
文
字
詩
歌
」

等
は
、
困
苦
欠
乏
を
克
服
し
て
、
軒
昂
た
る
意
気
を
示
す
先
賢
諸
士
の
風
貌
を

ほ
う
ふ
つ
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
』 

（

出

典

＝

京

都

大

学

附

属

図

書

館

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

h
t
t
p
:
/
/
d
d
b
.
l
i
b
n
e
t
.
k
u
l
i
b
.
k
y
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t
o
-
u
.
a
c
.
j
p
/
e
x
h
i
b
i
t
/
i
s
h
i
n
/
i
s
h
i
n
_
i
n

t
r
o
.
h
t
m
l
#
s
o
n
o
t
a

） 

 

尊
攘
堂
の
「
回
天
実
記
」
上
下
巻
は
明
治
三
十
年
七
月
廿
七
日
、
大
谷
実
継
氏

か
ら
尊
攘
堂
へ
寄
納
さ
れ
た
。
大
谷
実
継
氏
は
大
谷
樸
助
の
次
男
。
須
佐
町
助

役
（
明
治
廿
六
年
〜
同
廿
七
年
）
を
経
て
、
須
佐
村
長
（
明
治
廿
七
年
〜
三
十

一
年
八
月
）
に
就
任
。
そ
の
後
、
須
佐
郵
便
局
長
（
明
治
廿
九
年
十
月
十
日
就

任
）
、
農
業
協
同
組
合
長
（
大
正
十
年
二
月
〜
大
正
十
四
年
二
月
）
等
を
歴
任

し
た
人
で
あ
る
。 

「
回
天
実
記
」
を
尊
攘
堂
へ
寄
納
し
た
の
は
村
長
を
辞
任

し
郵
便
局
長
時
代
の
事
と
思
わ
れ
る
。 

 

尊
攘
堂
本
は
毛
筆
楷
書
の
麗
筆
で
清
書
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
元
と
な
っ
た
草

稿
本
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
尊
攘
堂
本
に
な
い
記
述
が
文
書
館
本
に
は
あ
る

（
慶
応
２
年
４
月
５
日
の
記
述
な
ど
）
の
で
草
稿
本
の
存
在
を
伺
わ
せ
る
。
そ

の
草
稿
本
こ
そ
が
真
の
原
本
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
回
天
実
記
」
は
津
田
公
輔
と

同
士
が
各
々
手
記
を
携
え
て
集
ま
り
編
纂
し
た
と
云
う
か
ら
、
完
成
し
た
時
に

は
参
画
し
た
面
々
が
銘
々
写
本
し
た
事
は
想
像
に
難
く
な
く
、
複
数
の
草
稿
本

が
存
在
し
た
か
も
知
れ
な
い
。 

 

三
、
山
口
文
書
館
の
「
回
天
実
記
」
（
以
下
「
文
書
館
本
」
） 

 

山
口
県
文
書
館
所
蔵
の
「
回
天
軍
実
記
」
は
、
毛
利
家
文
庫
に
あ
っ
た
が
昭
和

２
７
年
山
口
県
へ
移
管
さ
れ
、
文
書
館
が
昭
和
３
４
年
設
立
さ
れ
る
と
共
に
移

管
さ
れ
た
と
い
う
。
「
文
書
館
本
」
の
表
紙
に
は
「
大
谷
樸
助
編
成
回
天
軍
日、

記、
」
中
表
紙
に
は
「
大
谷
樸
助
編
成
回
天
軍
実
記
、
、
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
本
文

の
前
に
次
の
よ
う
な
追
記
が
見
ら
れ
る
。 

 

「
回
天
実
記
上
下
二
冊 

此
レ
ハ
須
佐
津
田
常
名
ヨ
リ
編
輯
所 

当
テ
八
月
十
六
日
到
達
ス 

但 

手
塚
猛
昌
取
扱
ナ
リ
、
依
而 

同
氏
江
領
掌
之
証
差
出
置
候
事
」 

 

毛
筆
で
浄
書
さ
れ
た
「
尊
攘
堂
本
」
と
「
文
書
館
本
」
の
筆
跡
は
酷
似
し
て
お

り
、
筆
者
は
同
一
人
と
考
え
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
が
、
他
国
生
ま
れ
の
人
で
あ

ろ
う
。
何
故
な
ら
、
「
尊
攘
堂
本
」
で
は
親
施
を
親
旋
、
生
雲
を
出
雲
、
浦
西

や
浦
東
を
西
浦
、
東
浦
な
ど
と
誤
記
し
て
お
り
、
須
佐
の
人
で
は
あ
り
え
な
い
。

ま
た
、
津
田
常
名
の
自
筆
な
ら
大
谷
実
徳
（
樸
助
）
を
大
谷
実
継
と
書
く
誤
り

は
犯
さ
な
い
（
元
治
２
年
３
月
２
０
日
の
項
）
か
ら
で
あ
る
。 

 

津
田
常
名
（
昭
和
四
年
没
）
か
ら
手
塚
猛
昌
経
由
八
月
十
六
日
毛
利
文
庫
へ
到

達
し
た
の
は
何
年
の
事
か
不
明
。
「
編
輯
所
」
に
つ
い
て
は
「
防
長
回
天
史
」

第
１
巻
の
「
總
緒
言
」
７
頁
に
「
一 

毛
利
家
ニ
於
テ
ハ
今
ヤ
既
ニ
編
輯
所
ヲ

を
閉
ツ
…
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
東
大
出
版
会
刊
「
現
代
歴
史
学
入
門
」
に

は
毛
利
家
が
編
纂
事
業
を
終
了
し
た
の
は
明
治
三
二
年
六
月
と
記
さ
れ
て
い
る

の
で
、
編
輯
所
が
閉
じ
ら
れ
た
の
も
こ
の
時
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
「
文
書

館
本
」
が
毛
利
文
庫
へ
到
達
し
た
の
は
明
治
三
二
年
以
前
と
し
て
差
し
支
え
な

い
だ
ろ
う
。 

 



 
◇
「
回
天
実
記
」
の
生
い
立
ち
を
推
理
す
る 

 
●
「
回
天
実
記
は
」
津
田
公
輔
翁
が
一
人
で
編
纂
し
た
も
の
で
は
な
い
。 

●
何
人
か
の
同
志
が
明
治
三
年
に
至
っ
て
記
録
を
残
そ
う
と
い
う
事
に
な

っ
て
集
ま
り
、
共
同
執
筆
し
た
が
何
時
完
成
し
た
か
不
明
。 

●
「
回
天
実
記
」
に
は
最
初
か
ら
何
通
り
か
の
原
本
が
存
在
し
た
可
能
性
が

高
く
、
色
々
の
「
回
天
実
記
」
を
比
較
す
る
と
随
所
に
表
現
の
食
い
違
い

が
見
ら
れ
る 

●
尊
攘
堂
本
と
文
書
館
本
の
筆
者
は
ほ
ぼ
同
一
人
と
考
え
て
間
違
い
な
い 

 

時
系
列
的
に
見
る
と
、 

①
明
治
三
年
庚
午
三
月
三
日
同
盟
員
各
手
記
ヲ
携
ヘ
テ
相
会
シ
之
レ
ヲ

参
照
編
纂
シ
名
ケ
テ
回
天
実
記
ト
云
フ 

②
「
尊
攘
堂
本
」
の
間
違
い
を
「
文
書
館
本
」
で
修
正
し
て
い
る
個
所
が

散
見
さ
れ
る
の
で
、
「
尊
攘
堂
本
」
が
先
に
書
か
れ
、
そ
の
後
「
文
書

館
本
」
が
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。 

③
「
尊
攘
堂
本
」
は
明
治
三
十
年
七
月
廿
七
日
尊
攘
堂
へ
寄
納
さ
れ
た
。 

④
「
津
田
常
名
（
昭
和
四
年
没
）
か
ら
手
塚
猛
昌
経
由
で
八
月
十
六
日
文

書
館
本
」
が
毛
利
文
庫
へ
到
達
し
た
。
何
年
の
事
か
が
不
明
だ
が
明
治

三
二
年
以
前
と
し
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。 

⑤
「
松
永
本
」
昭
和
六
年
三
月
八
日
写
了
。 

⑥
「
與
吉
本
」
昭
和
九
年
九
月
十
四
日
写
記
。 

⑦
「
温
故
ガ
リ
版
本
」
第
一
〜
第
五
号
（
松
尾
龍
氏
筆
写
）
（
刊
行
日
不

明
。
） 

⑧
「
温
故
本
」
第
二
〜
六
号
（
昭
和
五
十
五
年
二
月
第
一
号
刊
行
。
第
二

号
以
降
刊
行
日
不
明
。
） 

⑨
「
草
稿
本
」
（
日
付
不
明
。
） 

 

◇
日
付
が
判
ら
な
い
下
巻
の
「
草
稿
本
」
こ
そ
が
「
尊
攘
堂
本
」
と
「
文
書
館

本
」
の
原
本
で
津
田
翁
自
筆
の
本
当
の
原
本
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

◇
し
か
し
、
最
も
重
要
な
史
料
は
や
は
り
「
尊
攘
堂
本
」
と
「
文
書
館
本
」
で

あ
ろ
う
。 

《
推
理
１
》
常
名
が
２
冊
浄
書
し
た
（
さ
せ
た
）
。
う
ち
１
冊
を
公
爵
毛

利
家
文
庫
へ
贈
っ
た
。
そ
し
て
自
分
の
手
元
に
１
冊
残
し
て
お
い
た
。

そ
れ
が
大
谷
家
へ
渡
っ
て
大
谷
実
継
の
時
に
尊
攘
堂
へ
納
め
た 

《
推
理
２
》
同
一
人
に
２
冊
浄
書
さ
せ
た
も
の
を
大
谷
家
と
津
田
家
と
で

夫
々
１
冊
づ
つ
保
有
し
た
。
津
田
常
名
が
先
に
毛
利
文
庫
へ
寄
贈
し

た
か
ら
、
大
谷
実
継
は
尊
攘
堂
へ
寄
贈
す
る
こ
と
に
し
た 

◇
「
松
永
本
」
と
「
尊
攘
堂
本
」
は
文
章
が
相
互
に
大
幅
に
食
い
違
う
個
所
が

随
所
に
あ
る
。
「
松
永
本
」
を
写
記
し
た
時
に
は
、
「
尊
攘
堂
本
」
も
「
文

書
館
本
」
も
既
に
須
佐
に
は
な
か
っ
た
。 

◇
「
松
永
本
」
は
「
草
稿
本
」
の
写
本
か
、
そ
れ
と
も
「
文
書
館
本
」
を
写
し

た
も
の
か
。 

◇
城
一
昭
人
氏
が
「
文
書
館
本
」
を
毛
利
文
庫
へ
送
っ
た
手
塚
猛
昌
に
つ
い
調

査
さ
れ
た
。
手
塚
は
実
は
岡
部
家
か
ら
福
川
村
の
神
職
・
手
塚
家
の
養
子
と

な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
明
治
十
二
年
に
社
官
と
な
っ
た
。
津
田
よ
り
六
歳
若

い
が
親
交
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
影
響
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
手
塚
は
の
ち
に
書
誌
発
行
に
成
功
す
る
が
、
須
佐
に
い
た
頃
各
氏
の
文

藻
を
扱
う
こ
と
に
熱
心
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
帝
国
劇
場
取
締
役

に
な
る
。
な
お
、
手
塚
猛
昌
の
兄
に
嫁
い
だ
多
根
マ
キ
の
叔
父
が
多
根
卯
一

（
剣
豪
、
練
兵
館
で
二
歳
年
上
の
桂
小
五
郎
と
腕
を
競
っ
た
）
で
あ
る
。 

 

◇
津
田
常
名
が
何
故
、
直
接
毛
利
文
庫
に
寄
贈
し
な
い
で
手
塚
猛
昌
を

経
由
し
た
の
か 

（
手
塚
が
毛
利
文
庫
と
の
間
の
世
話
を
し
た
も
の

か
／
津
田
等
と
の
あ
い
だ
で
ど
の
よ
う
な
周
旋
が
お
こ
な
わ
れ
た

の
か
／
一
旦
、
手
塚
猛
昌
が
買
い
取
っ
た
の
か
な
ど
） 

は
依
然
と

し
て
謎
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

 



所
で
、
明
治
維
新
後
、
日
本
で
は
数
多
く
の
歴
史
編
纂
事
業
が
進
め
ら
れ
た
が
、

中
で
も
有
名
な
防
長
回
天
史
の
編
纂
が
成
っ
た
の
は
明
治
四
十
四
年
七
月
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
須
佐
の
「
回
天
実
記
」
は
そ
れ
よ
り
も
四
十
年
以
上
も
前
に
編

纂
に
着
手
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
こ
で
「
回
天
実
記
」
が
毛
利
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
事
と
「
防
長
回
天
史
」
の

編
纂
（
明
治
三
一
年
着
手
）
と
は
何
ら
か
の
関
係
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
毛
利
家

の
新
し
い
歴
史
編
纂
事
業
を
聞
い
た
津
田
常
名
が
そ
の
中
に
回
天
実
記
も
収
録

し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
寄
託
す
る
気
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

「
防
長
回
天
史
」
の
「
綜
合
索
引
」
を
見
る
と
、
「
防
長
回
天
史
」
に
引
用
さ

れ
て
い
る
「
回
天
実
記
」
は
土
方
久
元
の
日
録
で
津
田
常
名
の
「
回
天
実
記
」

で
は
な
い
。 

 

土
佐
藩
士
土
方
久
元
の
日
録
も
山
口
県
文
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
土
方
が

文
久
三
年
の
七
卿
落
ち
の
時
三
条
実
美
に
従
っ
て
西
下
し
、
公
家
側
の
尊
王
攘

夷
論
を
鼓
舞
し
た
も
の
で
、
文
久
三
年
か
ら
慶
応
四
年
ま
で
の
幕
末
動
乱
期
の

諸
藩
と
の
関
係
、
公
卿
の
行
動
、
諸
志
士
の
往
来
な
ど
を
書
き
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
須
佐
で
「
回
天
実
記
」
の
編
纂
が
始
ま
っ
た
と
き
に
、
こ
う
い
う
本
が

別
に
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
。
ど
ち
ら
が
先
に
発
表
さ
れ
た

の
か
な
ど
判
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
以 

上
） 

  
 

平
成
十
九
年
八
月
二
十
日 

記 


